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津市建設工事執行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２３年７月２５日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

津市規則第３６号 

津市建設工事執行規則の一部を改正する規則 

 津市建設工事執行規則（平成１８年津市規則第４１号）の一部を次のように 

改正する。 

 第３９条第２項中「附則第３条第２項各号」を「附則第３条第３項各号」に 

改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



 津市建築基準法施行取扱規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２３年７月２６日  

津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第３７号 

津市建築基準法施行取扱規則の一部を改正する規則 

津市建築基準法施行取扱規則（平成１８年津市規則第１９９号）の一部を次

のように改正する。 

第２条第１項第４号を次のように改める。 

 法第３１条第２項の規定により国土交通大臣が認めた浄化槽を設ける場

合にあっては浄化槽調書（第２号様式の２）、同項の規定により国土交通

大臣が定めた構造方法を用いる浄化槽を設ける場合にあっては浄化槽調書

及び浄化槽一般・個別構造承認申請書（第２号様式の３） 

第２条第１項第５号を削り、同項第６号を同項第５号とし、同条第２項を削

り、同条第３項中「及び同条第４項の表１の（６）項」を削り、同項を同条第

２項とする。 

第４条中「第５条の４第２項」を「第５条の４第４項」に改める。 

第５条第１項中「認定」の次に「、承認」を加える。 

第１２条の次に次の１条を加える。 

（道路の指定等） 

第１２条の２ 市長は、法第４２条第１項第４号、同条第２項若しくは第４項

又は法第６８条の７第１項の規定による道路の指定、指定の変更又は廃止を

した場合にあっては、その旨を公告するものとする。 

第１３条第１項中「による正本及び副本」を削り、同条第２項中「第８号様

式による副本」を「第８号様式の２」に改め、同条第３項中「による正本及び

副本」を削り、同条第４項中「第９号様式による副本」を「第９号様式の２」

に改める。 

 第１４条中「前条第２項及び第３項に規定する申請及び措置」を「前条第３

項及び第４項の規定による申請、承認及び通知」に改める。 

 第１７条第１項の表中「第６８条の５の２第２項」を「第６８条の５の３第

２項」に、「又は第１２項ただし書」を「、第１２項ただし書又は第１３項た

だし書」に、「省令第１条の３第１項の表１の（い）項に規定する付近見取図、



配置図及び各階平面図、同表（ろ）項に規定する２面以上の立面図並びに申請

に係る建築物の敷地境界線から３０メートル以内にある土地及び建物の所有権、

地上権、永小作権又は賃借権を有する者の住所及び氏名を記載した書面」を

「申請に係る建築物の敷地境界線から３０メートル以内にある土地及び建物の

所有権、地上権、永小作権又は賃借権を有する者の住所及び氏名を記載した書

面（増築、改築又は移転（これらのうち、政令で定める場合に限る。）の場合

を除く。）、省令第１条の３第１項の表１の（い）項に規定する付近見取図、

配置図及び各階平面図並びに同表（ろ）項に規定する２面以上の立面図」に、

「付近見取図及び各階平面図」を「付近見取図、配置図及び各階平面図」に改

める。 

 第２号様式の次に次の２様式を加える。 



 第４号様式中「確認・認定・許可」を「確認・認定・承認・許可」に改める。 

 第８号様式正本を次のように改め、同様式を第８号様式とする。 



第８号様式副本を次のように改め、同様式を第８号様式の２とする。 



第９号様式正本を次のように改め、同様式を第９号様式とする。 



第９号様式副本を次のように改め、同様式を第９号様式の２とする。 



   附 則 

１ この規則は、平成２３年８月１日から施行する。 

２ 改正後の津市建築基準法施行取扱規則第２条、第１３条及び第１７条の規

定は、この規則の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請につい

ては、なお従前の例による。 



第２号様式の２（第２条関係） 

浄 化 槽 調 書
※確認済証交付年月日       年  月  日 

※確認済証交付番号      第       号 

１ 設置者の住所及び氏名   

 （法人にあっては、名称   

  及び代表者の氏名）                  電話         

２ 設置場所の地名及び地番   

３ 種         類 

①国土交通大臣型式認定浄化槽（浄化槽法第 13条） 

 名称         認定番号 

 認定年月日 

②国土交通大臣の構造方法等の認定を受けた浄化槽 

 名称         認定番号 

 認定年月日 

＊ 上記のうち国土交通大臣型式適合認定を受けたものは、 

 認定番号、認定年月日を記入 

 認定番号 

 認定年月日 

③その他 

４ 処  理  方  式 

①分離接触ばっ気 ②嫌気濾床接触ばっ気 

③脱窒濾床接触ばっ気 ④回転板接触⑤接触ばっ気 

⑥散水濾床 ⑦長時間ばっ気 

⑧標準活性汚泥 ⑨その他（          ） 

５ 処  理  の  対  象 ①屎尿及び雑排水     ②屎尿のみ 

６ 当該浄化槽において処理す 用途            名称 

 る屎尿等を排出する建築物   

 の用途及び延べ面積     延べ面積㎡ 

７ 処理対象人員及び算定根拠

           人 

算定根拠： 

８ 処  理  能  力 

イ 日 平 均 汚 水 量 ｍ3／日

ロ 生物化学的酸素要求量の除去率 ％

ハ 放流水の生物化学的酸素要求量       mg／L 

９ 放流先又は放流方法 
①側溝  ②河川  ③湖沼  ④海域  ⑤地下浸透 

⑥その他（         ） 

10 工事を行う予定の浄化槽 氏名又は名称 

  工事業者の氏名又は名称   

  及び登録番号 登録番号 

11 着 工 予 定 年 月 日   年  月  日 12 使用開始年月日   年  月  日 

13 その他特記すべき事項   

注 (１) ※印欄は、記入しないこと。 

  (２) ３欄、４欄、５欄及び９欄は、該当する事項を○で囲むこと。 

  (３) ８欄の日平均汚水量は算定根拠を別紙添付すること。 

  (４) 13 欄は、処理対象人員と使用予定人員が当面異なる場合には、その使用予定人員を記入すること。 

  (５) 提出部数は４部とする。 



第２号様式の３（第２条関係）  

浄化槽

  建築主事 様   

下記の浄化槽については、昭和５５年建設省告示第１２９２号の構造基準に適合している

ことの確認を申請します。 

告 示 区 分 建設省告示第１２９２号第

人槽及び日平均汚水量 

構 造   

製造者の住所及び氏名 

 住所 

 氏名 

設計者又は連絡者  

 住所

 氏名

建 築 物 の 名 称  

建 築 物 の 用 途  

設置場所の地名及び地番 

用 途 地 域 

注 提出部数１部

一般     

浄化槽       構造承認申請書  

個別     

           年

    住所    

 申請者   氏名 法人にあっては、

名称及び代表者の氏名

  電話番号 

下記の浄化槽については、昭和５５年建設省告示第１２９２号の構造基準に適合している

建設省告示第１２９２号第     の 

人槽          

電話 

(    )

月  日   

名称及び代表者の氏名

下記の浄化槽については、昭和５５年建設省告示第１２９２号の構造基準に適合している

(    )



第４号様式（第５条関係） 

取 下 げ 届 

年  月  日  

（あて先）
津市長 

建築主事 

（〒      ）   

住 所           

建築主等 氏 名        印  

電 話           

 次の申請を取り下げたいので届け出ます。 

申 請 の 種 類
確認・認定・承認・

許可
申 請 年 月 日 年  月  日

敷 地 の 地名 地番

建築物等の主要用

途 
工 事 種 別

取下げの理由 

※  備 考 ※ 受 付 欄 

（注）※印欄は、記入しないこと。 



第４号様式（第５条関係） 

取 下 げ 届 

年  月  日  

（あて先）
津市長 

建築主事 

（〒      ）   

住 所           

建築主等 氏 名        印  

電 話           

 次の申請を取り下げたいので届け出ます。 

申 請 の 種 類 確認・認定・許可 申 請 年 月 日 年  月  日

敷地の地名地番

建築物等の主要用

途 
工 事 種 別

取下げの理由 

※  備 考 ※ 受 付 欄 

（注）※印欄は、記入しないこと。 



第８号様式（第13条関係） 

（表） 

道 路 位 置 指 定 申 請 書  

年  月  日  

 （あて先）津市長 

（〒      ）    

住 所            

申請者 氏 名          

電 話            

 建築基準法第42条第１項第５号に規定する道路の位置の指定について、次のとおり申請

します。 

代
理
人

申

請

住 所 電話         

氏 名

作
成
者

図

書

住 所 電話         

氏 名

申

請

道

路

道路符号 幅 員 延 長 関 係 地 名 地 番 権利を有する者の氏名

Ａ ｍ ｍ

ｍ ｍ

ｍ ｍ

ｍ ｍ

ｍ ｍ

築
造
の
概
要

※  備 考 ※ 受 付 欄

※指定年月日 年  月  日 ※指定番号

（注）１ ※印欄は、記入しないこと。 

   ２ 申請を行う場合は、正副２通を提出すること。 



（裏） 

承 諾 書 

 次の権利を有する者は、申請のとおり道路の位置の指定について承諾します。 

年  月  日  

関 係 地名 地番
権 利 を 有 す る 者 

権利の種類 住 所 氏 名 印 



第８号様式の２（第13条関係） 

道 路 位 置 指 定 通 知 書 

津市指令（記号番号）  

年  月  日  

 （氏 名） 様 

津市長 （氏 名） 印   

 津市建築基準法施行取扱規則第13条第２項の規定により、    年  月  日付け

で申請のあった建築基準法第42条第１項第５号に規定する道路の位置について指定したの

で、次のとおり通知します。 

指 定 番 号

申
請
者

住 所

氏 名

代
理
人

申

請

住 所

氏 名

作
成
者

図

書

住 所

氏 名

指

定

道

路

道路符号 幅 員 延 長 関 係 地 名 地 番 

Ａ ｍ ｍ

ｍ ｍ

ｍ ｍ

ｍ ｍ

ｍ ｍ

備

考



第８号様式正本（第13条関係） 削除



第８号様式正本（第13条関係）

（表） 

正

道 路 位 置 指 定 申 請 書 

年  月  日  

 （あて先）津市長 

（〒      ）   

住 所           

申請者 氏 名        印  

電 話           

 建築基準法第42条第１項第５号の規定する道路の位置の指定について、次のとおり申請

します。 

代
理
人

申

請

住 所 電話       

氏 名 印 

作
成
者

図

書

住 所 電話       

氏 名 印 

申

請

道

路

道路符号 幅 員 延 長 関 係 地 名 地 番
権 利 を 有 す る 者 の

氏 名

Ａ ｍ ｍ

ｍ ｍ

ｍ ｍ

ｍ ｍ

ｍ ｍ

築
造
の
概
要

※  備 考 ※ 受 付 欄

※指定年月日 年  月  日 ※指定番号

（注）※印欄は、記入しないこと。 





（裏） 

承 諾 書 

 次の権利を有する者は、申請のとおり道路の位置の指定について承諾します。 

年  月  日  

関 係 地名 地番
権 利 を 有 す る 者 

権利の種類 住 所 氏 名 印 



第８号様式副本（第13条関係） 削除



第８号様式副本（第13条関係）

（表） 

副

道 路 位 置 指 定 通 知 書 

津市指令（記号番号）  

年  月  日  

 （氏 名） 様 

津市長 （氏 名） 印   

 津市建築基準法施行取扱規則第13条第２項の規定により、    年  月  日付け

で申請のあった建築基準法第42条第１項第５号に規定する道路の位置について指定したの

で、次のとおり通知します。 

※ 指定番号   

申
請
者

住 所 電話       

氏 名 印 

代
理
人

申

請

住 所 電話       

氏 名 印 

作
成
者

図

書

住 所 電話       

氏 名 印 

指

定

道

路

道路符号 幅 員 延 長 関 係 地 名 地 番
権 利 を 有 す る 者 の

氏 名

Ａ ｍ ｍ

ｍ ｍ

ｍ ｍ

ｍ ｍ

ｍ ｍ

築

造

の

概

要

（注）※印欄は、記入しないこと。 





（裏） 

承 諾 書 

 次の権利を有する者は、申請のとおり道路の位置の指定について承諾します。 

年  月  日  

関係地名地番
権 利 を 有 す る 者 

権利の種類 住 所 氏 名 印 



第９号様式（第13条関係） 

（表） 

道路位置変更（廃止）承認申請書 

年  月  日  

 （あて先）津市長 

（〒      ）    

住 所            

申請者 氏 名          

電 話            

 建築基準法第42条第１項第５号に規定する道路の位置の
変更

廃止
について次のとおり申請 

します。 

（注）１ ※印欄は、記入しないこと。 

   ２ 申請を行う場合は、正副２通を提出すること。 

代
理
人

申

請

住 所 電話         

氏 名

作
成
者

図

書

住 所 電話         

氏 名

変

更

後

の

道

路

道路符号 幅 員 延 長 関 係 地 名 地 番 権利を有する者の氏名

ｍ ｍ

ｍ ｍ

ｍ ｍ

ｍ ｍ

変
更
し
、
又
は
廃
止
す
る
道
路

道路符号 幅 員 延 長 関 係 地 名 地 番 権利を有する者の氏名

ｍ ｍ

ｍ ｍ

ｍ ｍ

ｍ ｍ

指 定 年 月 日 年  月  日 指定番号

変 更 又 は 廃 止 の 理 由 ※ 受 付 欄

※指定年月日 年  月  日 ※指定番号



（裏） 

承 諾 書 

 次の権利を有する者は、申請のとおり道路の位置の
変更

廃止
について承諾します。 

年  月  日  

関 係 地名 地番
権 利 を 有 す る 者 

権利の種類 住 所 氏 名 印 



第９号様式の２（第13条関係） 

道路位置変更（廃止）承認通知書 

津市指令（記号番号）  

年  月  日  

 （氏 名） 様 

津市長 （氏 名） 印   

 津市建築基準法施行取扱規則第13条第４項の規定により、    年  月  日付け 

で申請のあった建築基準法第42条第１項第５号に規定する道路の位置の
変更

廃止
について承

認したので、次のとおり通知します。 

指 定 番 号

申
請
者

住 所

氏 名

代
理
人

申

請

住 所

氏 名

作
成
者

図

書

住 所

氏 名

変

更

後

の

道

路

道路符号 幅 員 延 長 関 係 地 名 地 番 

ｍ ｍ

ｍ ｍ

ｍ ｍ

ｍ ｍ

変
更
し
、
又
は
廃
止
す
る
道
路

道路符号 幅 員 延 長 関 係 地 名 地 番 

ｍ ｍ

ｍ ｍ

ｍ ｍ

ｍ ｍ

指 定 年 月 日 年  月  日 指定番号

備

考



第９号様式正本（第13条関係） 削除



第９号様式正本（第13条関係）

（表） 

正

道路位置変更（廃止）承認申請書 

年  月  日  

 （あて先）津市長 

（〒      ）   

住 所           

申請者 氏 名        印  

電 話           

 建築基準法第42条第１項第５号の規定する道路の位置の
変更

廃止
について、次のとおり申

請します。 

代
理
人

申

請

住 所 電話            

氏 名 印 

作
成
者

図

書

住 所 電話            

氏 名 印 

変

更

後

の

道

路

道路符号 幅 員 延 長 関 係 地 名 地 番
権 利 を 有 す る 者 の

氏 名

Ａ ｍ ｍ

ｍ ｍ

ｍ ｍ

ｍ ｍ

変
更
し
、
又
は
廃
止
す
る
道
路

道路符号 幅 員 延 長 関 係 地 名 地 番
権 利 を 有 す る 者 の

氏 名

Ａ ｍ ｍ

ｍ ｍ

ｍ ｍ

ｍ ｍ

指 定 年 月 日 年  月  日 指定番号

変 更 又 は 廃 止 の 理 由 ※ 受付欄

※ 指定年月日 年  月  日 ※ 指定番号 

（注）※印欄は、記入しないこと。 





（裏） 

承 諾 書 

 次の権利を有する者は、申請のとおり道路の位置の
変更

廃止
について承諾します。 

年  月  日  

関係地名地番 
権 利 を 有 す る 者 

権利の種類 住 所 氏 名 印 



第９号様式副本（第13条関係） 削除



第９号様式副本（第13条関係）

（表） 

副

道路位置変更（廃止）承認通知書 

津市指令（記号番号）  

年  月  日  

 （氏 名） 様 

津市長 （氏 名） 印   

 津市建築基準法施行取扱規則第13条第４項の規定により、    年  月  日付け 

で申請のあった建築基準法第42条第１項第５号に規定する道路の位置の
変更

廃止
について承

認したので、次のとおり通知します。 

※ 指定番号

申
請
者

住 所 電話            

氏 名 印 

代
理
人

申

請

住 所 電話            

氏 名 印 

作
成
者

図

書

住 所 電話            

氏 名 印 

変

更

後

の

道

路

道路符号 幅 員 延 長 関 係 地 名 地 番
権 利 を 有 す る 者 の

氏 名

Ａ ｍ ｍ

ｍ ｍ

ｍ ｍ

ｍ ｍ

変
更
し
、
又
は
廃
止
す
る
道
路

道路符号 幅 員 延 長 関 係 地 名 地 番
権 利 を 有 す る 者 の

氏 名

Ａ ｍ ｍ

ｍ ｍ

ｍ ｍ

ｍ ｍ

指 定 年 月 日 年  月  日 指定番号

（注）※印欄は、記入しないこと。 





（裏） 

承 諾 書 

 次の権利を有する者は、申請のとおり道路の位置の
変更

廃止
について承諾します。 

年  月  日  

関係地名地番 
権 利 を 有 す る 者 

権利の種類 住 所 氏 名 印 



津市告示第１８６号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定によ

り、地縁による団体を認可し、同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。

  平成２３年７月２１日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 名称

  栗真町屋連合自治会

２ 規約に定める目的

  本会は、次に掲げる地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社

会の維持及び形成に資することを目的とする。

 会員相互の連絡と親睦に関すること

 地域環境の維持向上に関すること

 健康と福祉に関すること

 防災・防犯・防火・交通安全に関すること

 その他、本会の目的に沿う事業に関すること

３ 区域

 本会の区域は、津市栗真町屋町 1610-4 番地・1611-1 番地・1612-13 番
地・1613-4 番地・1613-5 番地・1707-6 番地・1707-6 番地・1708-1 番地・
1709-2 番地・1719-2 番地・1751-28 番地・1749-3 番地～1749-9 番地・
5416-1 番地・5417 番地より南の区域と三重大学構内・志登茂川より西の
区域を除く津市栗真町屋区域とする。

４ 事務所

  三重県津市栗真町屋町 714 番 1 
５ 代表者の氏名及び住所

  奥 山 憲 史

  三重県津市栗真町屋町 873 番地
６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任

の有無

  なし

７ 代理人の有無



  なし

８ 規約に定める解散の理由

  本会は、地方自治法第２６０条の２０第２号、第３号、第４号及び第５

号の規定により解散する。

  総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の４分の３以上の承諾を

得なければならない。

９ 認可年月日

  平成２３年７月２１日



津市告示第１８７号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１９条第２項の規定により、平

成２３年７月７日に市議会の議決を経た予算の要領を次のとおり公表する。 

  平成２３年７月２５日 

津市長 前 葉 泰 幸 

平成２３年７月７日に議決を経た予算 

平成２３年度津市一般会計補正予算（第１号） 



平成２３年度津市一般会計補正予算（第１号） 

 平成２３年度津市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８８９，２０７千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１００，８７７，５７９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。 

                      津市長 前 葉 泰 幸   



歳  入 (単位：千円)

款 項

13 分担金及び負担金 2,005,579 2,806 2,008,385 

 1 分 担 金 36,895 2,806 39,701 

15 国 庫 支 出 金 12,616,493 65,098 12,681,591 

 2 国 庫 補 助 金 1,954,097 65,098 2,019,195 

16 県 支 出 金 5,499,995 15,028 5,515,023 

 2 県 補 助 金 2,081,161 14,164 2,095,325 

 3 委 託 金 539,785 864 540,649 

19 繰 入 金 6,078,192 774,487 6,852,679 

 2 基 金 繰 入 金 6,077,892 774,487 6,852,379 

21 諸 収 入 1,071,344 13,788 1,085,132 

 5 雑 入 744,221 13,788 758,009 

22 市 債 9,413,000 18,000 9,431,000 

 1 市 債 9,413,000 18,000 9,431,000 

99,988,372 889,207 100,877,579 

第１表　歳入歳出予算補正

補正前の額 補 正 額 計

歳 入 合 計



歳  出 (単位：千円)

款 項

 2 総 務 費 11,872,811 250,937 12,123,748 

 1 総 務 管 理 費 9,540,490 166,937 9,707,427 

 3 戸籍住民基本台帳費 499,136 84,000 583,136 

 3 民 生 費 32,874,988 14,316 32,889,304 

 1 社 会 福 祉 費 14,064,419 11,764 14,076,183 

 2 児 童 福 祉 費 14,411,647 2,552 14,414,199 

 4 衛 生 費 8,921,183 38,448 8,959,631 

 1 保 健 衛 生 費 2,485,314 12,976 2,498,290 

 2 斎 場 費 112,294 3,700 115,994 

 3 環 境 費 774,387 8,605 782,992 

 4 清 掃 費 4,921,782 13,167 4,934,949 

 5 労 働 費 168,575 1,000 169,575 

 1 労 働 諸 費 168,575 1,000 169,575 

 6 農 林 水 産 業 費 2,502,239 115,354 2,617,593 

 1 農 業 費 2,218,499 104,354 2,322,853 

 2 林 業 費 204,081 11,000 215,081 

 7 商 工 費 1,772,113 9,978 1,782,091 

 1 商 工 費 1,772,113 9,978 1,782,091 

 8 土 木 費 13,421,195 332,735 13,753,930 

 2 道 路 橋 り ょ う 費 4,743,884 253,235 4,997,119 

 3 河 川 費 413,440 68,000 481,440 

 5 都 市 計 画 費 7,437,974 11,500 7,449,474 

10 教 育 費 11,501,104 126,439 11,627,543 

 1 教 育 総 務 費 3,053,911 864 3,054,775 

 2 小 学 校 費 2,829,939 64,292 2,894,231 

 3 中 学 校 費 1,800,814 35,571 1,836,385 

 5 社 会 教 育 費 1,575,088 25,712 1,600,800 

99,988,372 889,207 100,877,579 

補正前の額 補 正 額 計

歳 出 合 計



追　加 (単位：千円）

変　更 (単位：千円）

浜田長岡線道路改良事業用地取得及び補償
平成２４年度から
平成２５年度まで

80,681

第２表　債務負担行為補正

第 ３ 表 地 方 債 補 正

(仮称)美杉総合文化センター実施設計等業務委託 平成２４年度 48,300

事　　　　　　　　項 期　　間

起　債　の　目　的
補　正　前 補　正　後

限　度　額 限　度　額

道路整備事業 1,149,600 1,167,600

8,453

2,700

限　度　額

総合計画後期基本計画策定支援業務委託 平成２４年度

男女共同参画基本計画策定支援業務委託 平成２４年度



津市告示第１８８号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２３年７月２５日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

９２２３７０３ 平成２３年６月１日 平成２３年６月８日

７１６０５４７ 平成２２年１０月１日 平成２３年７月８日



津市告示第１８９号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項及び第１４条の規定

に基づき撤去し、保管している自転車等について、同条例第１６条第２項の規

定により次のとおり告示する。 

 平成２３年７月２５日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２３年 ７月 １日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２３年 ７月 ４日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １６ 平成２３年 ７月 ４日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２３年 ７月 ４日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２３年 ７月 ５日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ４ 平成２３年 ７月 ５日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２３年 ７月 ５日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２３年 ７月 ７日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ７ 平成２３年 ７月 ７日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ７月 ８日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２３年 ７月 ８日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ７月 ８日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ７月１１日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １０ 平成２３年 ７月１１日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２３年 ７月１１日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２３年 ７月１１日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２３年 ７月１２日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ７月１２日 

津駅西第二公共自転車等駐車場 ３１ 平成２３年 ７月１２日 

津駅西第三公共自転車等駐車場 ５ 平成２３年 ７月１２日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ５ 平成２３年 ７月１３日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２３年 ７月１４日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２３年 ７月１４日 



久居駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２３年 ７月１４日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２３年 ７月１５日 

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第１９０号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条及び同法施行令（昭和４

２年政令第２９２号）第１２条第１項の規定により、次のとおり住民票を職権

で消除したので同条第４項の規定により告示する。 

 この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して６０日以内に、津市長に対して異議申立てをすることができる。 

また、この異議申立てに対する決定書を受け取った日の翌日から起算して３

０日以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができる。 

なお、次のいずれかに該当するときは、当該異議申立てについての決定を経

ないで、審査請求をすることができる。 

(1) 異議申立てをした日の翌日から起算して３箇月を経過しても決定がない

とき。 

(2) その他異議申立てについての決定を経ないことにつき正当な理由がある

とき。 

平成２３年７月２７日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 職権消除した住民票 

  住 所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

  氏 名 〇〇 〇〇 

  生年月日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

２ 消除した年月日 

  平成２３年７月２７日 



津市公告第１０４号

 津市農業振興地域整備計画を変更しましたので、農業振興地域の整備に関す

る法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項において準用する同法第１

２条第１項の規定により、次のとおり公告します。

  平成２３年７月２０日

津市長 前 葉 泰 幸

１ 変更の内容

  農地から農業用施設用地への変更

２ 変更場所

土 地 の 所 在
面 積

用 途 区 分

大 字 字 地 番 変更前 変更後

芸濃町椋本 横山 6829 番
5,387 ㎡

うち 1,863 ㎡
農地

農業用施設

用地















































































津市水道局公告第９号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２３年７月２５日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎  

記 

別紙のとおり 



午後５時まで

ホームページにて回答

円　（税抜き）

工 事 名
平成２３年度　工務第２８号

公共下水道事業に伴う阿漕町津興ほか３町地内配水管移設工事

工事場所 津市 阿漕町津興ほか３町 地内 

　　事後審査型条件付一般競争入札
公 告 日 平成２３年７月２５日 工 事 担 当 課 工務課

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】津・香良洲

工 期 契約締結の日から 平成２４年１月２７日 まで

発注業種 土木一式（配水管工事）

工事概要

配水管布設工　ＤＩＰφ100mm　Ｌ＝289.3ｍ 仕切弁設置工　φ50mm　Ｎ＝7箇所

配水管布設工　ＤＩＰφ75mm　Ｌ＝327.2ｍ 消火栓設置工　単口地下式　Ｎ＝1箇所

配水管布設工　ＰＰφ50mm　Ｌ＝23.7ｍ 不断水仕切弁設置工　φ100mm　Ｎ＝2箇所

仕切弁設置工　φ100mm　Ｎ＝5箇所

仕切弁設置工　φ75mm　Ｎ＝8箇所

【地区】津・香良洲 【格付】Ａ１・Ａ２

【ﾌﾞﾛｯｸ】安芸 【地区】河芸・芸濃・美里 【格付】Ａ１・Ａ２

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同種工事
実績要件

技術者要件
主任(監理)技術者 ２級土木施工管理技士（土木）又は同等以上の者（専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者との兼務可）

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２３年８月１５日 まで

販 売 店 創作工房ネオ　　津市一志町井関96-1　　TEL059（293）6100

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２３年８月１５日 まで

閲覧場所 水道総務課

参加資格
に関する
事 項

建設業許可 特定・一般

所在地要件 市内本店

格付要件 あり

その他要件
津市水道局指定給水装置工事事業者である者

元請として、水道局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

入札方法等

入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

提出期限 平成２３年８月１５日 必着

郵 送 先 〒514-8799　郵便事業㈱津支店留　津市水道局　水道総務課 宛

設計図書等に
関する質問

提出期限 平成２３年８月３日

回 答 日 平成２３年８月１０日

提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）　ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

最低制限価格 有

入札保証金 免　除

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

開札日時
及び場所

平成２３年８月１８日 午前１０時００分　

津市水道局２階　入札室

予定価格 28,269,000

前 金 払 有

部 分 払 無

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

・水道局が指定する講習会等とは、社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会Ⅰ、日本ダクタイル

 鉄管協会の継手接合研修会（ＮＳ形口径450ｍｍ以下）又は鋳鉄管製造メーカーの配管技能講習会

 （ＮＳ形口径450ｍｍ以下）をいう。　



午後５時まで

ホームページにて回答

円　（税抜き）

　　事後審査型条件付一般競争入札
公 告 日 平成２３年７月２５日 工 事 担 当 課 工務課

仕切弁設置工　φ75mm　Ｎ＝4箇所

工 事 名
平成２３年度　工務第２７号

白山町稲垣及び白山町八対野地内配水管布設工事

工事場所 津市 白山町稲垣及び白山町八対野 地内 

配水管布設工　ＤＩＰφ75mm　Ｌ＝140.3ｍ 消火栓設置工　単口地下式　Ｎ＝4箇所

配水管布設工　ＰＰφ50mm　Ｌ＝31.8ｍ 仮配管布設工　ＰＰφ50mm　Ｌ＝20.0ｍ

仕切弁設置工　φ100mm　Ｎ＝6箇所 仮設仕切弁設置工　φ50mm　Ｎ＝2箇所

舗装本復旧工　Ａ＝1758ｍ2

工 期 契約締結の日から 平成２４年１月２０日 まで

発注業種 土木一式（配水管工事）

工事概要

配水管布設工　ＤＩＰφ100mm　Ｌ＝275.3ｍ 仕切弁設置工　φ50mm　Ｎ＝5箇所

参加資格
に関する
事 項

建設業許可 特定・一般

所在地要件 市内本店

格付要件 あり

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】久居・一志 【地区】久居・一志・白山・美杉 【格付】Ａ１・Ａ２

【ﾌﾞﾛｯｸ】安芸 【地区】河芸・芸濃・美里・安濃 【格付】Ａ１・Ａ２

【ﾌﾞﾛｯｸ】津・香良洲 【地区】津・香良洲 【格付】Ａ１・Ａ２

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同種工事
実績要件

技術者要件
主任(監理)技術者 ２級土木施工管理技士（土木）又は同等以上の者（専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者との兼務可）

その他要件
津市水道局指定給水装置工事事業者である者

元請として、水道局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２３年８月１５日 まで

閲覧場所 水道総務課

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２３年８月１５日 まで

販 売 店 創作工房ネオ　　津市一志町井関96-1　　TEL059（293）6100

設計図書等に
関する質問

提出期限 平成２３年８月３日

回 答 日 平成２３年８月１０日

提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）　ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

入札方法等

入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

提出期限 平成２３年８月１５日 必着

郵 送 先 〒514-8799　郵便事業㈱津支店留　津市水道局　水道総務課 宛

開札日時
及び場所

平成２３年８月１８日 午前１０時１５分　

津市水道局２階　入札室

予定価格 29,253,000

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

・水道局が指定する講習会等とは、社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会Ⅰ、日本ダクタイル

 鉄管協会の継手接合研修会（ＮＳ形口径450ｍｍ以下）又は鋳鉄管製造メーカーの配管技能講習会

最低制限価格 有

入札保証金 免　除

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

 （ＮＳ形口径450ｍｍ以下）をいう。　

前 金 払 有

部 分 払 無

その他



午後５時まで

ホームページにて回答

円　（税抜き）

　　事後審査型条件付一般競争入札
公 告 日 平成２３年７月２５日 工 事 担 当 課 工務課

仕切弁設置工　φ50mm　Ｎ＝1箇所

工 事 名
平成２３年度　簡水第４号

下之川簡易水道配水管布設工事（その１）

工事場所 津市 美杉町八手俣 地内 

配水管布設工　ＶＰφ50mm　Ｌ＝14.0ｍ 舗装本復旧工　Ａ＝2150ｍ2

配水管布設工　ＰＰφ50mm　Ｌ＝1.0ｍ

仕切弁設置工　φ75mm　Ｎ＝2箇所

工 期 契約締結の日から 平成２４年１月３１日 まで

発注業種 土木一式（配水管工事）

工事概要

配水管布設工　ＤＩＰφ75mm　Ｌ＝680.2ｍ 橋梁添架工　ＳＵＳ80Ａ　Ｌ＝27.6ｍ

参加資格
に関する
事 項

建設業許可 特定・一般

所在地要件 市内本店

格付要件 あり

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】久居・一志 【地区】久居・一志・白山・美杉 【格付】Ａ１・Ａ２

【ﾌﾞﾛｯｸ】安芸 【地区】河芸・芸濃・美里・安濃 【格付】Ａ１・Ａ２

【ﾌﾞﾛｯｸ】津・香良洲 【地区】津・香良洲 【格付】Ａ１・Ａ２

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同種工事
実績要件

技術者要件
主任(監理)技術者 ２級土木施工管理技士（土木）又は同等以上の者（専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者との兼務可）

その他要件
津市水道局指定給水装置工事事業者である者

元請として、水道局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２３年８月１５日 まで

閲覧場所 水道総務課

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２３年８月１５日 まで

販 売 店 創作工房ネオ　　津市一志町井関96-1　　TEL059（293）6100

設計図書等に
関する質問

提出期限 平成２３年８月３日

回 答 日 平成２３年８月１０日

提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）　ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

入札方法等

入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

提出期限 平成２３年８月１５日 必着

郵 送 先 〒514-8799　郵便事業㈱津支店留　津市水道局　水道総務課 宛

開札日時
及び場所

平成２３年８月１８日 午前１０時３０分　

津市水道局２階　入札室

予定価格 34,249,000

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

・水道局が指定する講習会等とは、社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会Ⅰ、日本ダクタイル

 鉄管協会の継手接合研修会（ＮＳ形口径450ｍｍ以下）又は鋳鉄管製造メーカーの配管技能講習会

最低制限価格 有

入札保証金 免　除

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

 （ＮＳ形口径450ｍｍ以下）をいう。　

前 金 払 有

部 分 払 無

その他



午後５時まで

ホームページにて回答

円　（税抜き）

　　事後審査型条件付一般競争入札

公 告 日 平成２３年７月２５日 工 事 担 当 課 工務課

工 事 名
平成２３年度　簡水第３号

八幡簡易水道浄水施設建築工事

工事場所 津市 美杉町川上 地内 

　延床面積149.04ｍ2

工 期 契約締結の日から 平成２４年２月２２日 まで

発注業種 建築一式

工事概要

浄水施設建築工事　１式  

参加資格
に関する
事 項

建設業許可 特定・一般

所在地要件 市内本店

格付要件 あり

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】久居 【地区】久居・一志・白山・美杉 【格付】Ｂ・Ａ

【ﾌﾞﾛｯｸ】安芸 【地区】河芸・芸濃・美里・安濃 【格付】Ｂ・Ａ

【ﾌﾞﾛｯｸ】津・香良洲 【地区】津・香良洲 【格付】Ｂ

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同種工事
実績要件

技術者要件

主任(監理)技術者 ２級建築施工管理技士（建築）又は同等以上の者（津市発注工事における専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者と兼務可）

その他要件

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２３年８月１５日 まで

閲覧場所 水道総務課

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２３年８月１５日 まで

販 売 店 創作工房ネオ　　津市一志町井関96-1　　TEL 059（293）6100

設計図書等に
関する質問

提出期限 平成２３年８月３日

回 答 日 平成２３年８月１０日

提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）　ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

入札方法等

入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

提出期限 平成２３年８月１５日 必着

郵 送 先 〒514-8799　郵便事業（株）津支店留　津市水道局　水道総務課 宛

開札日時
及び場所

平成２３年８月１８日 午前１０時４５分　

津市水道局　２階　入札室

予定価格 37,417,000
最低制限価格 有

入札保証金 免　除

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

前 金 払 有

部 分 払 無

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

・技術者要件欄に記載した津市発注工事とは、水道局又は調達契約課発注工事で担当課執行分を除く。



津市教育委員会公印規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 平成２３年７月２７日 

               津市教育委員会委員長 中 野 吉 長 

津市教育委員会規則第６号 

   津市教育委員会公印規則の一部を改正する規則 

 津市教育委員会公印規則（平成１８年津市教育委員会規則第８号）の一部を

次のように改正する。 

 別表給食センター印の項中「香良洲事務所長及び一志事務所長」を「各給食

センター所長」に、「２」を「３」に改め、同表給食センター長印の項中「香

良洲事務所長及び一志事務所長」を「各給食センター所長」に、「２」を

「３」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２３年９月１日から施行する。 



津市教育委員会告示第８号

 教育委員会を次のとおり招集する。

  平成２３年７月２２日

  津市教育委員会

                        委員長 中 野 吉 長

１ 招集の日時 平成２３年７月２５日（月）午後２時から

２ 招集の場所 教育委員会室

３ 会議の事件 

（１） 津市教育委員会公印規則の一部の改正について

（２） 椋本小学校、雲林院小学校及び安西小学校の閉校式並びに芸濃小学校の

開校式について

（３） 平成２４年度使用中学校教科用図書の採択について


